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衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
図
書
館
法
第
二
十
八
条
及
び
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

金
沢
市
の
担
当
者
に
よ
る
と
、
金
沢
文
芸
館
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
年
間
観
覧
券
」
又
は
「
市
文
化
施
設
共
通
観
覧

券
」
の
対
価
が
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
「
料
金
」
に
該
当
す
る

か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
当
該
対
価
が
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
対
す
る
対
価
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

か
否
か
が
判
断
基
準
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
著

作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
当
時
の
文
化
庁
著
作
権
課
長
が
、
社
団
法
人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
か

ら
の
依
頼
に
応
じ
、
セ
ン
タ
ー
が
発
行
し
て
い
る
会
員
等
向
け
の
雑
誌
「
コ
ピ
ラ
イ
ト
」
に
お
い
て
、
先
の
答
弁
書
（
平
成

十
六
年
五
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
五
九
第
九
六
号
）
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
内
容
を
含
め
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
解
説
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
の
�
）
に
つ
い
て

金
沢
市
に
よ
る
と
、
金
沢
市
文
芸
館
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
年
間
観
覧
券
」
又
は
「
市
文
化
施
設
共
通
観
覧
券
」
の
対

価
が
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
「
料
金
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
セ
ン
タ
ー
へ
問
い

合
わ
せ
た
こ
と
は
な
く
、
弁
護
士
等
と
の
相
談
の
結
果
を
踏
ま
え
、
自
ら
の
判
断
で
同
文
芸
館
の
蔵
書
の
貸
与
の
中
止
を
判

断
し
た
も
の
で
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
北
國
新
聞
か
ら
の
取
材
に
対
し
て
回
答
し
た
内
容
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
も
の

で
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
「
対
価
」
が
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
対
す
る
対
価
と

い
う
性
格
を
有
す
る
場
合
に
は
、
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
「
料
金
」
に
該
当
す
る
場
合
も
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
規
定
を
新
設
す
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
が
一
部
店
舗
で
実
施
し
て
い
る
子
ど
も
図
書
館
」
の
事
業
目
的
等
に

つ
い
て
承
知
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
貸
与
の
有
償
・
無
償
に
関
わ
ら
ず
違
法
と

二



の
見
解
」
を
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

三


